
帰宅困難者等対策に関する今後の検討の方向性

※ 「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」（平成27年3月内閣府）においては、「災害の規模や被害の状況によっては、３日目まで
の間に帰宅支援ができる場合もある」としている。

○鉄道など公共交通機関の
耐震化の進展

○スマートフォンの普及など
デジタル技術の進展 等

社会状況の変化

公共交通機関の運行停止

大量の帰宅困難者等が一斉帰宅
（車道に人が溢れる）

救命・救助活動、消火活動、
緊急輸送活動などの応急活動に支障

３日間、 一斉帰宅抑制※

基本原則

・ 対策の実効性向上を図るための、一斉帰宅抑制等の正しい理解と認知度の向上方策

・ デジタル技術を活用した、帰宅困難者の一斉帰宅抑制等の適切な行動の促進方策

・ 鉄道が早期に運行再開した場合の帰宅支援への移行方策

『３日間、一斉帰宅抑制』 を維持しつつ、社会状況の変化を踏まえた具体的対策が必要

課題

資料１

発災後３日間
は、救命・救
助活動、消火
活動等の応急
活動に注力す
べき期間


